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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空気入りタイヤの外壁表面に結合されたとき、タイヤ内圧を示す抵抗値を提供するため
の可変抵抗変位センサ要素と、
　前記変位センサ要素に結合され、不十分なタイヤ内圧に対応する抵抗値を無線周波数発
生器の起動信号に変換するプロセッサと、
　前記プロセッサによって起動されたとき、低タイヤ空気圧警告信号を送信する無線周波
数発生器回路と
を含む外部装着タイヤ空気圧センサ・システム。
【請求項２】
　前記可変抵抗変位センサ要素が、長手方向の変位に対して、実質的に線形の可変抵抗特
性を備える請求項１に記載の発明。
【請求項３】
　前記可変抵抗変位センサ、前記プロセッサ、前記無線周波数発生器回路が可撓性の基板
上に装着される請求項１に記載の発明。
【請求項４】
　前記可変抵抗変位センサ、前記プロセッサ、前記無線周波数発生器回路に電力を供給す
る直流電源をさらに含む請求項１に記載の発明。
【請求項５】
　前記プロセッサが、空気入りタイヤが１回転する間に、前記可変抵抗変位センサによっ
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て提供される最大抵抗値と最小抵抗値を決定し、前記最大抵抗値と前記最小抵抗値の差を
計算する値決定回路をさらに含む請求項１に記載の発明。
【請求項６】
　前記プロセッサが、所定の閾値と前記差を比較し、前記差が前記所定の閾値より大きい
とき前記無線周波数発生器を起動させる比較回路をさらに含む請求項５に記載の発明。
【請求項７】
　前記プロセッサが、前記差の大きさに従って、前記値決定回路と前記比較回路の前記動
作を制御する制御回路をさらに含む請求項６に記載の発明。
【請求項８】
　前記制御回路が、前記差の大きさが前記閾値を超えないとき、前記値決定回路と前記比
較回路の動作を第１の時間遅延させ、前記差の大きさが前記閾値を超えたとき、前記値決
定回路と前記比較回路の動作を第２の時間遅延させる請求項７に記載の発明。
【請求項９】
　前記第１の時間が前記第２の時間より長い請求項８に記載の発明。
【請求項１０】
　運転者に警告を行うため、前記低タイヤ空気圧警報信号を受信・復号する受信回路・復
号器を車体本体内に設けた請求項１に記載の発明。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車のタイヤ空気圧センサに関する。より詳細には、本発明は、外部に装
着されたセンサを使用して、自動車のタイヤ内圧を監視するための方法とシステムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　タイヤ空気圧センサ・システムそれ自体は既知であり、自動車の空気が入れられたタイ
ヤそれぞれの内部空気圧を監視し、１つまたは複数の自動車のタイヤの内部空気圧が危険
なほどに低いとき、または高いときに運転者に警告信号を与えるために使用されている。
センサによって測定されるタイヤ内圧が所定の通常の動作範囲を超えると、タイヤ空気圧
センサに接続されたマイクロプロセッサによって制御される無線周波数信号発生器によっ
て警告信号が生成される。この無線周波数信号が自動車に装着された受信器に送信され、
その受信器が警告信号を使用して、目に見えるように（警告灯または警告表示装置を起動
させることによって）、または聞こえるように（可聴警報装置を起動させることによって
）、あるいはその両方で運転者に警告する。
【０００３】
　既知のタイヤ空気圧システムは、一般的に、２つの基本的な設計の配置構成のうちの１
つを使用していた。第１のタイプの設計の配置構成は、タイヤ空気圧センサ・システムの
信号送信部分を含むすべての構成要素をタイヤ・ケーシング内に配置した内部構成を採用
している。このタイプの典型的な取り付けでは、タイヤを膨張させる前に、ホイールの内
面に圧力センサ、無線周波数発生器、マイクロプロセッサ、直流バッテリ電源を取り付け
ることによって、これらの構成要素が空気入りタイヤ・ケーシング内に物理的に設置され
る。この第１のタイプの設計の配置構成にはいくつかの欠点がある。第１に、タイヤ・ケ
ーシング内にシステム構成要素を取り付けることが簡単ではなく、構成要素の位置決めや
取り付けに十分な注意を必要とし、自動車全体の製造コストが増大する。さらに、多くの
自動車は、タイヤの内部で生成された無線周波数信号と好ましくなく相互に作用するスチ
ールベルト入りタイヤを使用してる。さらに、バッテリまたは他のシステム構成要素の１
つが故障したとき、欠陥のある構成要素を交換するには、交換を行う前にホイールから影
響を受けたタイヤを取り外すことが必要である。これは費用がかかるものであり、時間の
浪費である。
【０００４】
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　現在のタイヤ空気圧センサ・システムに使用されている第２のタイプの基本的な設計の
配置構成は、タイヤのバルブ・ステムの露出された外端部にねじ込み可能に取り付けられ
るキャップ内に装着された構成要素を採用している。この設計配置は、内部に装着された
タイヤ空気圧監視システムに関連する前記の欠点を防止するが、以下のさらなる欠点が生
じる。第１に、圧力監視システムは、外部に突き出たバルブ・ステムによって支持される
ので、回転するホイールやタイヤによって生じる２００Ｇの大きさに達する加速力により
センサ・システムの精度が極度に低下する可能性がある。さらに、このシステム構成要素
は簡単に不注意によってなくしたり、または盗まれたりする恐れがある。
【０００５】
　上記の欠点がない、簡単でしかも精密かつ耐久性のあるタイヤ空気圧監視システムを提
供する努力は現在までのところ成功していない。
【特許文献１】米国特許第５９００８０８号
【特許文献２】米国特許第６１７５３０１号
【特許文献３】米国特許第６４５３７３７号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、製造と自動車への取り付けが比較的簡単でかつ安価であり、精密にタイヤ内
圧を読み取ることができ、故障の場合には簡単かつ安価に交換することができ、既知のシ
ステムにあった前記の欠点がない外部装着された構成要素を使用した、自動車のタイヤ内
圧を監視するための方法とシステムを含む。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　最も概略的な態様では、本発明は、空気入りタイヤの外壁表面に結合されたとき、タイ
ヤ内圧を示す抵抗値を提供する可変抵抗変位センサ要素を有する外部装着タイヤ空気圧セ
ンサ・システムを含む。この可変抵抗変位センサ要素は、長手方向の変位に対して実質的
に線形の可変抵抗特性を持っている。プロセッサは、変位センサ要素に結合され、不十分
なタイヤ内圧に対応する抵抗値を無線周波数発生器の起動信号に変換する。この無線周波
数発生器の起動信号は、プロセッサによって起動され、低タイヤ空気圧警告信号を送信す
る無線周波数発生器回路に結合される。タイヤの外部側壁に完成した装置を簡単に取り付
けることができるように、可変抵抗変位センサ、プロセッサ、および無線周波数発生器回
路はすべて可撓性の基板上に装着されることが好ましい。
【０００８】
　本発明は、可変抵抗変位センサ、プロセッサ、無線周波数発生器回路に電力を供給する
ためのバッテリなどの直流電源をさらに含む。
【０００９】
　好ましい実施態様では、プロセッサは、空気入りタイヤが１回転する間に可変抵抗変位
センサによって提供される最大抵抗値と最小抵抗値を決定し、この最大抵抗値と最小抵抗
値の差を計算する値決定回路をさらに含む。プロセッサ内の比較回路は所定の閾値との差
を比較する。この差が所定の閾値値より大きいとき、プロセッサは無線周波数発生器を起
動させる。
【００１０】
　プロセッサは、差の大きさに従って、値決定回路と比較回路の動作を制御するための制
御回路をさらに含む。この制御回路は、差の大きさが閾値を超えないとき、第１の時間、
例えば１分間、値決定回路と比較回路の動作を遅延させ、差の大きさが閾値を超えたとき
、第２のより短い時間、例えば１０秒間、値決定回路と比較回路の動作を遅延させる。
【００１１】
　本発明は、低タイヤ空気圧警告信号を警告表示信号に変換して、可視または可聴の運転
者警報装置を動作させるための受信器回路をさらに含む。
【００１２】
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　本発明は、空気入りタイヤを装備する自動車のタイヤ内圧を監視する問題に対する便利
な解決策を提供する。このシステムは、新しい自動車の製造中に、またはアフターマーケ
ット商品として取り付けることができる。本発明によれば、取り付けまたは消耗した構成
要素を交換するために、ホイールからタイヤを取り外す必要がない。これは直流バッテリ
電源を交換するとき特に有効である。さらに、タイヤ空気圧センサ・システムをもたない
既存の自動車は、比較的低コストで最新式のシステムを簡単に後付することもできる。こ
れは、路上走行車すべてに低タイヤ空気圧警告デバイスを義務付ける管区内において特に
有益である。
【００１３】
　本発明の性質および利点をさらに十分に理解するためには、添付図面に即して行われる
次の詳細な説明を参照すべきである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　次に各図に移ると、図１は、本発明によるタイヤ空気圧監視システムの圧力センサ部分
の概略図である。この図に示すように、参照番号１０で一般に示される圧力センサは、ス
トレッチ・センサ１２、集積回路１４、アンテナ１５、直流バッテリ電源１６を含み、集
積回路１４は、圧力計算回路、信号生成回路、無線周波数送信回路を組み込んでいる。４
つの主要なセンサ構成要素のすべては、自動車のタイヤ側壁１９の外部表面１８に装着さ
れる可撓性のベースすなわち基板部材１７に設けられている。
【００１５】
　ストレッチ・センサ１２は、センサ本体の長手方向の線形変位によって予想可能な量で
変化するオーム抵抗特性を有する既知の構成要素である。ストレッチ・センサ１２の本体
は、タイヤ側壁１９の外面１８に固定されているので、タイヤ側壁１９が膨張し、または
収縮したときにその本体の長さが変化する。タイヤ内圧とタイヤ角の位置の関数である、
タイヤ側壁１９の膨張または収縮の量は、定期的に測定されるストレッチ・センサ１２に
関する抵抗値と相関する。したがって、ストレッチ・センサ１２の抵抗値を定期的に経時
測定することによって、タイヤ内圧も同様に経時的に監視することができる。本発明の実
際の使用においては、長手方向の変位値の予想される範囲にわたるストレッチ・センサ１
２の抵抗変化を実質的に線形となるように選択する。それによって圧力センサ１０の較正
が簡単になる。ストレッチ・センサ１２は、英国プリマス市のマーリン・システムズ株式
会社から入手可能なマーリン製ストレッチ・センサであることが好ましい。所望に応じて
他の等価的可変抵抗センサを使用することができる。
【００１６】
　図２、図３を参照すると、任意の適切な方法で、圧力センサ１０はタイヤ側壁１９にし
っかりと取り付けられている。例えば、強力な耐久性のあるエポキシ系、またはシリコー
ン系接着材を、圧力センサ基板１７とタイヤ側壁１９の対面する表面に塗布し、加圧して
硬化させることができる。タイヤ側壁材料と熱適合する熱接着用の基板１７材料を使用す
る熱接着を利用することもできる。
【００１７】
　図４は、本発明の構成図である。この図に示されているように、ストレッチ・センサ１
２は、通常の抵抗ブリッジ回路３１に電気的に結合されている。ブリッジ回路３１の出力
部は、マイクロコントローラ３２に結合されている。バッテリ１６からマイクロコントロ
ーラ３２に直流電力が直接供給される。マイクロコントローラ３２は、ブリッジ３１や無
線周波数送信器３４への直流電力の印加を制御する。無線周波数送信機３４の出力部はア
ンテナ１５に結合されている。ブリッジ回路３１、マイクロコントローラ３２、無線周波
数送信器３４は、すべて集積回路１４内に組み込まれていることが好ましい。あるいは、
必要に応じて、ブリッジ回路３１と無線周波数送信器を別のエンクロージャ内に組み込む
こともできる。上記のように、本発明のすべての構成要素は、タイヤ側壁１９への取り付
けを簡単にするために、可撓性の基板１７（図１に示す）に装着されることが好ましい。
【００１８】
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　図５Ａ、図５Ｂは、２つの異なるタイヤの空気圧状態、すなわち圧力の許容範囲内のタ
イヤ空気圧（図５Ａ）と、許容最低値未満のタイヤ空気圧（図５Ｂ）に関する抵抗測定プ
ロセスを示す。図５Ａ内に示した許容可能なタイヤ空気圧状態では、ストレッチ・センサ
１２の測定された抵抗の値は、圧力センサ１０が舗装された面から最小距離に位置し、最
大の変位を受ける（舗装された面に隣接する）ときの最大Ｒｍａｘと、圧力センサ１０が
舗装された面から最大距離にあり、最小の変位を受けるときの最小Ｒｍｉｎの間で変化す
る。タイヤ空気圧を計算するために使用されるパラメータは、差Ｒ＝（Ｒｍａｘ）－（Ｒ
ｍｉｎ）である。このパラメータは、マイクロコントローラ３２によって計算される。こ
の値が、図５Ａ内に示される場合のように、所定の範囲内にあるとき、タイヤ内圧が許容
範囲内なので、アンテナ１５から信号は送信されない。Ｒの値が所定値より大きいとき、
マイクロコントローラ３２は、無線周波数送信器３４を起動させ、無線周波数送信器３４
によって低圧力信号がアンテナ１５から送信される。この低圧力信号は、下記公知文献に
例示されるように、車体本体側に設けた受信回路によって受信され、それによって低圧力
信号が可視表示、可聴警報、またはその両方など、感知可能な警告信号に変換される。一
般に、受信器回路は、同様に車体本体側に設けた警告指示器を動作させるために使用する
ことができる形式に低圧力信号を復号するための復号器を備える。かかる受信器の代表的
な例は、米国特許第５９００８０８号、米国特許第６１７５３０１号、米国特許第６４５
３７３７号に示され、説明されている。受信器回路は通常なものであり当業者には周知な
ことなので、それ以上の説明は不要であると考えられる。
【００１９】
　バッテリ電力を節約するために、抵抗測定は連続的ではなく、定期的に行うことができ
る。例えば、最初にＲの初期値を計算する。Ｒの値が閾値より低い場合、マイクロコント
ローラ３２は１分間待機し、パラメータＲの新たな計算を続行する。計算の結果が閾値を
超えたＲ値となった場合、マイクロコントローラ３２はより短い時間（１０秒間）待機し
、パラメータＲの他の計算を行う。この結果が閾値を超えるＲの他の値である場合、マイ
クロコントローラ３２は、無線周波数送信器を起動させて、低タイヤ空気圧信号を生成す
る。この結果が閾値を超えないＲの連続した値である場合、マイクロコントローラ３２は
１分間待機し、次の計算を続行する。
【００２０】
　これまでは１つのタイヤに対する単一の装置として、好ましい実施形態を説明してきた
が、実際には、自動車のタイヤはそれぞれタイヤ空気圧センサ・システムを装備すること
になるであろう。様々な符号化方法を作成して、個々のセンサを一意に識別することがで
き、現在空気が十分に入っていない特定のタイヤを識別するように、警告指示器を構成す
ることができる。
【００２１】
　ここで明らかであろうが、本発明は、自動車のタイヤに設置することが比較的簡単であ
り、ホイールからタイヤを取り外す必要がない簡単で低コストのタイヤ内圧空センサ・シ
ステムを提供する。さらに、本発明によるタイヤ空気圧センサは、必要に応じて、タイヤ
の製造中に自動車のタイヤに取り付けることもできる。さらに、バッテリまたは他の故障
したシステム構成要素の交換は、ホイールからタイヤを取り外すことを必要とせずに行う
ことができ、それによって全システムの修理または交換が簡単になり、したがって保守に
関するコストが低下する。最後に、本発明は、空気入りタイヤを使用するすべての自動車
に関するタイヤの安全性を監視するための正確かつ信頼できるシステムを提供する。
【００２２】
　以上本発明を特定の好ましい実施形態を参照して説明してきたが、様々な変更形態、代
替実施形態、および等価物を所望に応じて使用することができる。例えば、本発明は、タ
イヤ側壁にセンサを取り付けるための接着材や熱接着を使用することに関して説明してい
るが、適切であると考えられるならば、他の既知の技術を使用して、タイヤ側壁にセンサ
を取り付けることができる。したがって、上記のことは、本発明を限定するものとして解
釈するべきではなく、添付の特許請求の範囲によって定義されるものである。
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【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明による単一のタイヤ空気圧監視システムの概略図である。
【図２】自動車のタイヤ上に装着された空気圧監視システムを示した自動車のタイヤおよ
びホイールの斜視図である。
【図３】図２の線３－３に沿った断面図である。
【図４】本発明によるタイヤ空気圧監視システムの構成図である。
【図５】適正に膨張したタイヤと空気が十分に入っていないタイヤそれぞれに関して、セ
ンサ抵抗値の変化を車輪角の位置で示した概略図である。
【符号の説明】
【００２４】
　１０　圧力センサ、１２　ストレッチ・センサ、１４　集積回路、１５　アンテナ、１
６　直流バッテリ電源、バッテリ、１７　基板部材、圧力センサ基板、可撓性の基板、１
８　外部表面、１９　自動車のタイヤ側壁、３１　抵抗ブリッジ回路、３２　マイクロコ
ントローラ、３４　無線周波数送信器

【図１】 【図２】
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【図５】
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